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本年度の区長の皆さんを紹介します
問い合わせ　総務課行政係1内線３２１２

東 倉 内 町

西 倉 内 町

柳 町

高 橋 場 町

材 木 町

桜 町

上 原 町

東 原 新 町

西 原 新 町

上 之 町

馬 喰 町

中 町

坊 新 田 町

下 之 町

鍛 冶 町

榛 名 町

清 水 町

薄 根 町

戸 鹿 野 町

新 町

沼 須 町

林 　 　 國 繁

平 野 　 　 奬

冨 沢 　 　 仁

金 子 　 　 修

北 原 　 一 浩

羽 鳥 　 和 延

新 井 　 好 男

西 山 　 政 之

大 竹 　 耕 一

渡 辺 　 行 哉

田 村 博

松 井 　 大 造

田 村 　 昭 彦

吉 澤 　 育 男

田 村 　 　 滋

大 平 　 孝 雄

阿 部 　 一 司

福 田 　 　 薫

堀 　 　 茂 巳

須 藤 　 聖 市

金 子 　 基 行

沼田地区＝18人 上 沼 須 町

下 久 屋 町

上 久 屋 町

久 屋 原 町

横 塚 町

栄 町

佐山町北部

佐山町南部

上発知町北部

上発知町中部

上発知町南部

中 発 知 町

発知新田町

下 発 知 町

岡 谷 町

奈 良 町

秋 塚 町

下 沼 田 町

白 岩 町

硯 田 町

山 元 　 　 生

永 井 　 幸 三

栃 原 　 茂 男

小 林 　 昭 博

勝 見 　 智 良

青 池 　 初 男

戸 部 　 　 潔

白 井 栄 三 郎

藤 　 八 一

峰 川 　 敏 夫

齋 藤 　 　 豊

小 澤 壽 美 雄

大 嶋 　 良 之

関 　 　 正 敏

大 島 　 一 克

石 田 久 米 幸

黒 岩 　 　 勉

野　　　■

岩 倉 　 　 操

新 木 　 延 謹

池田地区＝11人

恩 田 町

井土上町上

井土上町下

宇 楚 井 町

原 町

堀 廻 町

大 釜 町

善 桂 寺 町

石墨町東部

石墨町西部

戸 神 町

町田町東部

町田町西部

上 川 田 町

下 川 田 町

篠 尾 町

屋 形 原 町

岩 本 町

岩本町上野

今 井 町

小 池 　 誠 一

倉 澤 　 政 幸

片 野 　 　 久

弓 削 　 量 夫

山 崎 　 義 男

勝 見 　 　 守

小 野 里 　 吉

唐 澤 啓 二 郎

平 方 　 　 巌

阿 部 　 正 夫

唐 木 　 富 雄

新 井 　 　 昭

笛 木 　 　 公

金 井 　 信 壽

生 方 　 準 一

生 方 　 孝 一

生 方 　 　 一

綿 貫 　 拓 夫

生 方 　 棟 雄

今 井 　 元 司

川田地区＝７人

高 平

生 枝

岩 室

尾 合

平 出

上 古 語 父

下 古 語 父

追 貝

平 川

大 楊

高 戸 谷

老 神

大 原

園 原

穴 原

根 利

南 郷

輪 組

多 那

二 本 松

田 　 信 行

中 村 　 　 薫

鈴 木 　 好 美

渡 邊 　 　 守

小 野 　 友 義

小 林 　 和 幸

佐 藤 　 常 幸

小 山 　 恒 男

井 上 　 　 聡

金 子 　 　 寿

星 野 　 　 茂

小 林 　 伸 二

小 林 　 晋 弥

中 澤 　 　 均

田 辺 　 　 連

小 菅 　 　 一

笛 田 　 弘 士

山 谷 　 一 彦

牛 口 　 長 明

佐々木　晃一

利根町＝13人

薄根地区＝16人

(行政区順・敬称略)

利南地区＝９人

白沢町＝７人

本年度区長紹介・行政組織などのお知らせ税務課からのお知らせ・申告選択制度

行政組織機構を変更しました

平成30年度行政組織機構図（改編箇所）

行政運営の効率化と特定政策の推進体制強化を図るため、４

月１日付で次のとおり行政組織機構を変更しました。

問い合わせ　企画課企画係1内線３２２２

社会福祉法人の指導・監査業務を強化するため、社会福祉課

に｢指導監査係｣を設置しました。

歴史資料館の設置に対応するため、文化財保護課の課内室

として｢歴史資料館準備室｣を設置しました。

※歴史資料館は、現在改修工事が行われているテラス沼田に

設置される予定です

健康福祉部関係

教育部関係

社会福祉課 社 会 係

保 護 係

障害福祉係

指導監査係

健康

福祉部

部 部

改　編　後

課　　　　　係 課　　　　　係

改　編　前

文化財保護課 文化財保護課教育部 文化財保護課 文化財保護課教育部

社会福祉課 社 会 係

保 護 係

障害福祉係

健康

福祉部

歴史資料館準備室

４月１日付で

五十嵐副市長が再任されました

五十嵐靖男さんが、議会の同意

を得て、４月１日付で副市長に再

任されました。

五十嵐さんは、昭和56年に群馬

県庁に入庁後、人権男女共同参画

課長、地域政策課長、利根沼田振

興局長などを歴任。平成28年４月から副市長として、

市の発展と円滑な行政運営のため活躍されています。

｢副市長に再度就任させていただきました。その責

任の重さを痛感し、身の引き締まる思いです。『こころ

豊かに暮らし、しあわせを実感できるまち　沼田』を目

指し、職員と一体となって、市長の補佐役として、誠

心誠意努力してまいる所存です｣

固定資産評価審査委員選任
本市の固定資産評価審査委員の定数は、市の条例で

５人と定められており、固定資産の評価について学識

経験を有する人から選出され、議会の同意を得て選任

されています。このうち、堀井禎二さんが４月１日付

で再任されました。

問い合わせ 総務課行政係1内線３２１７へ

市
内
に
本
支
店
が
あ
る
金
融
機
関
、

郵
便
局
、
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

納
税
で
き
る
店
舗
名
な
ど
は
納
税

通
知
書
な
ど
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

※
納
付
の
際
に
は
納
税
通
知
書
の
期

別
を
よ
く
確
認
し
て
く
だ
さ
い

自
動
的
に
納
税
で
き
て
安
心
で
す
。

通
帳
と
届
け
出
印
を
用
意
し
て
、
市

内
の
金
融
機
関
、
ま
た
は
郵
便
局
で

手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

平
日
は
仕
事
な
ど
の
都
合
で
納
税

が
難
し
い
人
や
、
税
金
の
納
付
に
関

す
る
相
談
は
、
月
１
回
、
日
曜
日
に

開
設
す
る
休
日
納
税
相
談
窓
口
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

業
務
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

○
市
税
の
収
納

市
県
民
税
、
固
定

資
産
税
、
都
市
計
画
税
、
軽
自
動

車
税
、
国
民
健
康
保
険
税

○
納
税
相
談

災
害
や
失
業
な
ど
の

事
情
に
よ
り
、
納
期
ご
と
の
納
付

が
困
難
な
人
に
は
、
納
税
相
談
を

行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
相
談
く

だ
さ
い

「
納
付
書
を
し
ま
い
忘
れ
て
い

た
」、「
口
座
振
替
に
し
て
い
た
が
残

高
不
足
で
振
り
替
え
で
き
ず
未
納
に

な
っ
て
い
た
」
な
ど
の
理
由
で
納
税

を
忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
、
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

納
期
限
内
に
納
税
い
た
だ
い
て
い

る
大
多
数
の
納
税
者
と
の
公
正
・
公

平
を
確
保
す
る
た
め
、
法
律
の
定
め

に
よ
り
厳
正
な
滞
納
処
分
を
執
行
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

具
体
的
に
は
債
権(

給
料
、
年
金
、

売
掛
金
な
ど)

、
不
動
産(

土
地
、
家

屋)

、
動
産
、
自
動
車
な
ど
の
財
産

を
差
し
押
さ
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す

の
で
、
納
期
限
内
で
の
納
付
を
お
願

い
し
ま
す
。

源
泉
徴
収
あ
り
を
選
択
し
た
、
特

定
口
座
内
の
上
場
株
式
等
譲
渡
所
得

や
住
民
税
が
源
泉
徴
収
さ
れ
て
い
る

上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
（
以
下

「
当
該
上
場
株
式
等
の
所
得
」
と
表

記
）に
つ
い
て
、
地
方
税
法
の
改
正

に
よ
り
、
当
該
上
場
株
式
等
の
所
得

を
含
め
た
確
定
申
告
書
を
提
出
し
、

か
つ
、
市
県
民
税
申
告
書
を
提
出
期

限
内
に
提
出
し
た
場
合
、
所
得
税
と

住
民
税
で
異
な
る
課
税
方
式（
総
合

課
税
・
分
離
課
税
・
申
告
不
要
）を

選
択
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

住
民
税
で
申
告
不
要
を
選
択
し
た

場
合
に
は
、
配
当
割
の
控
除
等
は
受

け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
が
、
被
扶
養

者
判
定
や
国
保
税
、
介
護
保
険
料
等

の
住
民
税
の
所
得
を
基
準
に
算
定
さ

れ
る
も
の
の
所
得
に
は
含
ま
れ
な
く

な
り
ま
す
。

※
源
泉
徴
収
の
対
象
と
な
っ
て
い
な

い
上
場
株
式
等
譲
渡
所
得
や
住
民

税
が
源
泉
徴
収
さ
れ
て
い
な
い
配

当
所
得
等（
非
上
場
株
式
の
配
当
）

は
、こ
の
制
度
は
適
用
で
き
ま
せ
ん

■
対
象
と
な
る
人

当
該
上
場
株
式
等
の
所
得
を
確
定

申
告
し
た
人
。

■
市
県
民
税
申
告
書
提
出
期
限

○
特
別
徴
収(

給
与
天
引
き)

対
象
者

５
月
31
日（
木
）

○
普
通
徴
収
対
象
者

６
月
８
日（
金
）

○
申
告
に
必
要
な
も
の

印
鑑
／
申

告
者
本
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
、
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド（
通
知

カ
ー
ド
の
場
合
、
運
転
免
許
証
な

ど
の
身
元
確
認
書
も
必
要
）／
確

定
申
告
書
の
控
え
／
当
該
上
場
株

式
等
の
所
得
の
内
訳
が
分
か
る
も

の（
確
定
申
告
の
際
に
内
訳
を
添

付
し
て
手
元
に
資
料
が
な
い
場
合

は
不
要
）

税
務
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
い
合
わ
せ

税
務
課
納
税
係
1

内
線
３
１
４
２
、
税
務
課
徴
収
対
策
室
1

内
線
３
１
４
０

市
民
の
皆
さ
ん
に
納
め
て
い
た
だ
く
税
金
は
、
住
民
福
祉
向
上
の
た
め
の

さ
ま
ざ
ま
な
事
業
や
施
設
整
備
、
教
育
の
充
実
な
ど
に
必
要
な
市
民
共
有
の

財
産
で
す
。
税
金
は
納
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

■
市
税
の
納
付
方
法

■
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

■
休
日
納
税
相
談
窓
口
の
開
設

■
忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

■
市
税
を
滞
納
す
る
と

４月15日(日)

５月20日(日)

６月17日(日)

７月22日(日)

８月19日(日)

９月30日(日)

10月21日(日)

11月18日(日)

12月16日(日)

１月20日(日)

２月17日(日)

３月17日(日)

平成30年

平成31年

平成30年度休日窓口日程表

※時間はいずれも午前8時30分～午後5時

住民税が源泉徴収さ

れている上場株式等

譲渡所得・配当所得

の申告選択制度
問い合わせ　税務課市民税係1内線

３１４４

市県民税申告書

譲渡所得

配当所得
＝
選

択

総合課税
分離課税
申告不要


